
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

１．自治体における AI・RPAの導入状況 

 私たちはいつの間にか人工知能（AI）を身近に

利用している。スマホの位置検索機能や音声認

識機能を日々利用している人も多いし、自宅で

Amazon EchoやGoogle Homeなどのスマート

スピーカー（AI スピーカー）を利用している人も

増えてきた。 
AI の実用化は、深層強化学習（ディープラーニ

ング）の技術革新によってここ数年、飛躍的に発

展してきている。そしてさまざまな分野での活

用が始まっており、徐々に自治体現場へと広が

りつつある。 
銀行や保険会社への問い合わせは、今ではAI

が答えることが多くなっている。チャットボッ

ト（チャットとロボットをかけあわせた言葉）と呼ば

れるプログラムは、あらかじめ用意された膨大

な量の問答集から最適なものをコンピュータが

選び出して自動で回答する。 
 自治体に関しても三菱総研が開発に乗り出し、

2016 年の掛川市、川崎市、2017 年の 30 余の
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自治体における実証実験を経て、2018 年から

「AI スタッフ総合案内サービス 1」の商用提供

が始まった。また、富士通 2やソフトバンク 3な

どの競合他社も相次いで自治体チャットボット

に参入してきている。市町村においては、まず

住民対応のチャットボットから AI の活用を始

めようとしているところも多い。 
 これに対して県レベルでは、音声認識のAIか
ら入るところが比較的多い。音声認識技術を用

いた会議録等の作成に関するものである。従来

から音声認識ソフトはあったものの認識精度は

低かった。しかしここ 1，2 年でその精度は飛躍

的に向上して、実用に耐えるものとなってきた。

会議録の作成 4や首長の記者会見の文字起こし

に関して AI を活用している自治体も増えてき

た 5。会議録の集約機能を提供している徳島県

のような例 6も出てきている。 
総務省が、全都道府県・市区町村を対象に行

った「地方自治体における AI・RPA の実証実

験・導入状況等調査」の集計結果を見ると、AI
を一業務でも導入（実証実験を含む。以下この調査

において同じ。）している団体は、都道府県で約

36％、指定都市で約 60％、その他の市区町村で

約４％であった。また、RPA（ロボティック・プロ

セス・オートメーションの略。人間が PC 上で行うキ

ーボード入力やマウス操作、コピー＆ペーストなどの

単純作業を自動化する技術のこと）を一業務でも導

入している団体は、都道府県で約 30％、指定都

市で約 40％、その他の市区町村で約３％となっ
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 本文中、青字の箇所は関連するウェブサイトにリンクが貼

られております。総務省のウェブサイトなどに豊富な情報が

ありますので、リンク先もご覧いただけると幸いです。なお、

リンクしているウェブサイトのうち、総務省以外の運営によ

るものについては、その運営主体の名称を脚注に挙げていま

す。（アドレスは2019年７月時点） 
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ていた。AI・RPA とも、指定都市・中核市等の

人口が一定規模以上の自治体を中心に導入が進

み始めている。また、導入している分野として

は、市区町村においては、児童福祉や子育て、

健康・医療など福祉分野での活用事例が比較的

多い。 
総務省は 2018 年 9 月に「地方自治体におけ

る業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロ

ボティクスの活用に関する研究会（スマート自治

体研究会）」を設置し、2019 年 5 月に報告書を公

表した。その会議の中では、地方自治体におけ

るＡＩ・ＲＰＡの活用事例も紹介している。こ

れらは現在進められている自治体のAI・RPA活

用の一部といえよう。（活用実例の全体像について

は、同研究会報告書のウェブサイトにある資料 21のエ

クセル集計表を参照されたい）。 
 

２．AI・RPA導入によるメリット 

 AI・RPA 等を導入している自治体は、さまざ

まな効果をあげている。チャットボットは24時

間 365 日、いつでも問い合わせ可能なサービス

であり、住民の満足度も高い。また、窓口業務

における翻訳システムを導入している自治体か

らは、日本語での意思疎通が困難な外国人住民

への各種案内や事務手続きができるようになっ

たなどのメリットがあげられている。 
省力化・コスト削減効果も多く認められる。

特に RPA によりその作業量が飛躍的に削減さ

れたことにより、職員は定型の入力業務から解

放されて、より重要な「住民と向き合うサービ

ス」に時間をさけるようになっている。行政運

営の改善や産業振興など、さまざまな視点での

効果も挙げられているところである。また、

RPA については職員の作業時間削減だけでな

く、ミスの削減などの効果も認められるところ

である。 
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３．運用にあたっての人材の確保と育成 

 AI・RPA の普及に伴い、今後AI 人材が不足

することが日本全体で大きな課題 7となってい

る。自治体においても AI 人材の獲得が必要だ

という声もあるが、Google をはじめとする

GAFA が AI 人材を初任給 20 万ドル以上で獲

得している現状を考えると現実問題 8としては

残念ながら獲得は不可能だ。日本の地方公務員

の給与体系からは大きくそれるからだ。 
そこで、せめてAI 関連用語を理解し、ベンダ

ーとある程度の交渉ができるような人材、いわ

ゆる「橋渡し人材」を確保し、育成していくこ

とが必要だと考えられる。また、RPA に関して

は、シナリオ（RPA に実行してほしい処理の流れを

フロー図形式で記述したもの。開始と終了の間に繰返

し実行したい処理を入れていくなどして作成する）の

作成をベンダー任せにせず、職員自らができる

ようになることが好ましいと考えられる。 
大規模自治体を除けば、これらの人材育成を

個別自治体単体で行うことはかなり難しく、自

治大学校をはじめとする全国的な研修組織（市

町村アカデミー、全国市町村国際文化研修所なども含

む）で研修メニューを提供していくことを強く

期待したい。 
 
４．AI・RPA が職員の業務に与える影響――職

員はどうあるべきか 

 AI や RPA の活用により、職員を定型業務か

ら解放するという効果が大きく期待できる。職

員は、職員でなければできない「より価値のあ

る業務」に注力する時間的余裕が生まれるし、

職員の仕事は今後そちらにシフトしていくこと

が望まれる。住民サービスの向上のためにはこ

の点は極めて重要なことである。 
また、ベテラン職員の経験を AI 等に蓄積す

ることにより、これまでベテラン職員でなけれ

ばできなかった業務も、比較的経験年数の浅い
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職員が従事できるようにもなる。これにより、

団体の規模・能力や職員の経験年数に関わらず、

ミスなく事務処理を行うことができるようにな

る。これも住民サービスの向上に資するもので

ある。 
 もちろん導入に関してはさまざまな課題も存

在する。実証実験段階では無償で取り組んでく

れていたベンダーが、商用化に伴い購入費用や

毎年の運営経費を相当額請求することもあり、

予算措置に悩むことにもなるだろう。ICT 担当

課が推進の旗振りをしても、業務を遂行してい

る各所属がなかなか重い腰を上げてくれない場

合も少なくないだろう。また、ICT につきもの

の情報管理や個人情報保護についての懸念を払

しょくする必要もあるだろう。さまざまな課題

は存在するが、それらを克服する努力が必要だ。 
 自治体の存在意義は、住民福祉の増進（地方自

治法第 1条の 2 第 1項、第 2 条第 14項）、住民サー

ビスの向上である。今後、AI や RPA の導入を

積極的に進めることが、①住民サービスの向上、

②職員の業務負担軽減、働き方改革、人件費削

減、③新しい行政サービスの創設、などにつな

がっていくものと考えられる。 
 自治体は AI・RPA を導入できない理由を列

挙するのではなく、できる方法を探す時代に入

っている。 
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